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１．介護保険制度の概要

２．介護保険制度をとりまく状況

（参考）次期制度改正に向けた検討状況



介護保険制度の導入の基本的な考え方
【背景】

○ 高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化など、
介護ニーズはますます増大。

○ 一方、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を
支えてきた家族をめぐる状況も変化。

○ 従来の老人福祉・老人医療制度による対応には限界。

【基本的な考え方】

○ 自立支援・・・単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを
超えて、高齢者の自立を支援することを理念とする。

○ 利用者本位・・・利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス、
福祉サービスを総合的に受けられる制度

○ 社会保険方式・・・給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用

高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組み（介護保険）を創設
1997年 介護保険法成立、2000年 介護保険法施行
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費用の９割分（８割・７
割分）の支払い(※)

第１号被保険者
・65歳以上の者

第２号被保険者
・40歳から64歳までの者

保険料

原則年金からの天引き

全国プール

国民健康保険・
健康保険組合など

１割（２割・３割）負担(※)

サービス利用

加 入 者 （被保険者）

市 町 村 （保険者）

２３％ ２７％

税 金

保険料

市町村 都道府県 国
１２．５％ １２．５％（※） ２５％（※）

財政安定化基金

（令和６－８年度）

（３，５８５万人） （４，１８８万人）

個別市町村

居住費・食費

要介護認定

請求

※施設等給付の場合は、

国２０％、都道府県１７．５％

５０％

５０％

人口比に基づき設定

（注）第１号被保険者の数は、「令和４年度介護保険事業状況報告年報」によるものであり、令和４年度末現在の数である。
第２号被保険者の数は、社会保険診療報酬支払基金が介護給付費納付金額を確定するための医療保険者からの報告によるものであり、令和４年度内の月平均値である。

（※）一定以上所得者については、費用の２割負担（平成２７年８月施行）又は３割負担（平成３０年８月施行）。

サービス事業者
○在宅サービス
・訪問介護
・通所介護 等

○地域密着型サービス
・定期巡回・随時対応型訪問
介護看護

・認知症対応型共同生活介護 等

○施設サービス
・老人福祉施設
・老人保健施設 等

介護保険制度の仕組み
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介護保険の財源構成と規模
（令和７年度予算額 介護給付費：13.2兆円）（ 総費用ベース：14.3兆円）

・第1号被保険者に占める75歳以上の
高齢者の割合、所得段階別の割合等
に応じて調整交付

第1号保険料
【65歳以上】

23％（3.0兆円）

国庫負担金【調整交付金】
5％（0.7兆円）

国庫負担金【定率分】
20％（2.4兆円）

都道府県負担金
12.5％（1.9兆円）

・第2号保険料の公費負担（0.3兆円）
国保（国：0.3兆円 都道府県：0.1兆円）

・第1号・第2号保険料の割合は、
介護保険事業計画期間（3年）
ごとに、人口で按分

・施設の給付費の負担割合
国庫負担金（定率分）15％
都道府県負担金 17.5％

市町村負担金
12.5％（1.7兆円）

第2号保険料
【40～64歳】

27％（3.6兆円）

公 費 50％保険料 50％
平成２７年度から保険料の低
所得者軽減強化に別枠公費
負担の充当を行い、この部分
が公費（国・都道府県・市町
村）となる

※数値は端数処理をしているため、合計が一致しない場合がある。



介護保険制度の被保険者（加入者）

（注） 第１号被保険者及び要介護（要支援）認定者の数は、「令和４年度介護保険事業状況報告」によるものであり、令和４年度末現在の数である。
第２号被保険者の数は、社会保険診療報酬支払基金が介護給付費納付金額を確定するための医療保険者からの報告によるものであり、令和４年度内の月平均値である。

○ 介護保険制度の被保険者は、①65歳以上の者（第１号被保険者）、②40～64歳の医療保険加入者（第２号被保
険者）となっている。

○ 介護保険サービスは、65歳以上の者は原因を問わず要支援・要介護状態となったときに、40～64歳の者は末期
がんや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護状態になった場合に、受けることができる。
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第１号被保険者 第２号被保険者

対 象 者 65歳以上の者 40歳から64歳までの医療保険加入者

人数
3,585万人

（65～74歳：1,636万人 75歳以上：1,949万人）
4,188万人

受 給 要 件

・要介護状態
（寝たきり、認知症等で介護が必要な状態）

・要支援状態
（日常生活に支援が必要な状態）

要介護、要支援状態が、

末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因す
る疾病（特定疾病）による場合に限定

要介護（要支援）
認定者数と被保険
者に占める割合

681万人（19.0％）
65～74歳： 71万人（4.3％）
75歳以上： 610万人（31.3％）

13万人（0.3％）

保険料負担
市町村が徴収

（原則、年金から天引き）
医療保険者が医療保険の保険料と
一括徴収



介護保険制度における利用者負担

※１ 居宅介護支援は全額が保険給付される。
「合計所得金額160万円以上」かつ、「年金収入＋その他合計所得金額280万円以上（単身世帯の場合。夫婦世帯の場合346万円以上）」の場合は、２割負担。
「合計所得金額220万円以上」かつ、「年金収入＋その他合計所得金額340万円以上（単身世帯の場合。夫婦世帯の場合463万円以上）」の場合は、３割負担。

※２ 介護保険３施設・ショートステイにおいては居住費、食費の軽減
※３ 日常生活費とは、サービスの一環で提供される日常生活上の便宜のうち、日常生活で通常必要となる費用。（例：理美容代、教養娯楽費用、預かり金の管理費用）

介 護 給 付
居

住

費

食

費

日

常

生

活

費

１割（２割・３割）負担 （※１）

９割（８割・７割）給付

補足給付
（※２）高齢介護サービス費

※３

施設サービス利用時

※水色部分が利用者負担
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介護報酬について

老人福祉施設（特養）

要介護１
670単位

要介護５
955単位

20分未満
163単位

１時間以上
567単位
30分毎82単位

訪問介護（ホームヘルプ）

加算

サ
ー
ビ
ス
毎
の
イ
メ
ー
ジ

20分以上
179単位

45分以上
220単位

身体介護 生活援助

基本報酬

■ 介護職の賃金が低いことを踏まえ、処遇改善の取組を推進

■ 高齢化の進展に伴う、中重度者への対応や医療介護連携の推進

加算で評価し、
事業所の取組を促し

特養
・ 一定の医療提供体制を整えた上で、利用者の看取りを実施
・ 他職種が協働して低栄養状態の改善に向けた取組を実施

訪問介護
・重度の方を受入可能な体制を整備し、受入を実施

加算で評価している例

加算の対応と例

■ 介護給付費分科会で施行状況を確認し、
関係者の意見を踏まえ見直し（３年周期）

（見直しの視点例）
・ 目的に応じた効果的・効率的なサービス提供

につながっているか。
・サービスの質の向上につながっているか。
・ 報酬体系の簡素化ができないか。

【昨今の主な政策課題】

加算
基本報酬

（基本的なサービス提供に係る費用）

事業所のサービスの提供体制や
利用者の状況に応じて評価

介護報酬の構造

介護報酬の基本的な構造
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利

用

者

市
町
村
の
窓
口
に
相
談

要支援１
要支援２

○施設サービス
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護医療院

○居宅サービス
・訪問介護 ・訪問看護
・通所介護 ・短期入所 など
○地域密着型サービス
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・小規模多機能型居宅介護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型共同生活介護 など

○一般介護予防事業
（※全ての高齢者が利用可）

・介護予防普及啓発事業
・地域介護予防活動支援事業
・地域リハビリテーション活動支援事業など

要介護１

要介護５

～

○介護予防サービス
・介護予防訪問看護
・介護予防通所リハビリ
・介護予防居宅療養管理指導 など
○地域密着型介護予防サービス
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型通所介護 など

○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・その他の生活支援サービス

予
防
給
付

介
護
給
付

介護サービスの利用の手続き

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

認
定
調
査

医
師
の
意
見
書

要
介
護
認
定

要
介
護
認
定
申
請

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
計
画

介
護
予
防

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

非該当

※明らかに要介護認定が必要
な場合
※予防給付や介護給付による
サービスを希望している場合 等

サービス
事業対象者

総
合
事
業

※明らかに介護予防・生活支援サービス事業の対象外と判断できる場合

(サービス
事業対象者)

※予防給付を利用

※事業のみ利用

老－9



要介護認定の仕組み
○ 要介護認定（要支援認定を含む。）は、介護の必要量を全国一律の基準に基づき、客観的に判定する仕組
みであり、一次判定及び二次判定の結果に基づき、市町村が申請者について要介護認定を行う。

①一次判定・・・ 市町村の認定調査員による心身の状況調査（認定調査）及び主治医意見書に基づくコン
ピュータ判定を行う。

②二次判定・・・ 保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により、一次判定結果、主
治医意見書等に基づき審査判定を行う。

申 請

主治医意見書 基本調査
（７４項目）

特記事項

認定調査員等による心身の状況に関する調査

（コンピュータによる推計）
一 次 判 定

要介護認定基準時間の算出
状態の維持・改善可能性の評価

二 次 判 定
介護認定審査会による審査

要 介 護 認 定

要介護認定制度について

老－10



都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行うサービス
市町村が指定・監督を行う

サービス

介
護
給
付
を
行
う
サ
ー
ビ
ス

予
防
給
付
を
行
う
サ
ー
ビ
ス

都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行うサービス 市町村が指定・監督を行うサービス

◎地域密着型介護予防サービス

○介護予防認知症対応型通所介護

○介護予防小規模多機能型居宅介護

○介護予防認知症対応型共同生活介護

（グループホーム）

◎地域密着型介護サービス

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護

○夜間対応型訪問介護

○地域密着型通所介護

○認知症対応型通所介護

○小規模多機能型居宅介護

○認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

○地域密着型特定施設入居者生活介護

○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

○複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）

◎介護予防支援

◎施設サービス
○介護老人福祉施設
○介護老人保健施設
○介護医療院

◎居宅介護支援

【訪問サービス】 【通所サービス】

【短期入所サービス】

○介護予防特定施設入居者生活介護
○介護予防福祉用具貸与
○特定介護予防福祉用具販売

◎介護予防サービス

○介護予防訪問入浴介護

○介護予防訪問看護

○介護予防訪問リハビリテーション

○介護予防居宅療養管理指導

○介護予防通所リハビリテーション

○介護予防短期入所生活介護
（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）

○介護予防短期入所療養介護

【通所サービス】

【短期入所サービス】

○特定施設入居者生活介護
○福祉用具貸与
○特定福祉用具販売

◎居宅介護サービス

○訪問介護（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ）

○訪問入浴介護

○訪問看護

○訪問リハビリテーション

○居宅療養管理指導

○通所介護（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）

○通所リハビリテーション

○短期入所生活介護（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）
○短期入所療養介護

介護サービスの種類

【訪問サービス】

この他、居宅介護（介護予防）住宅改修、介護予防・日常生活支援総合事業がある。 11
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施 設

在 宅
訪 問 系 サ ー ビ ス

・訪問介護 ・訪問看護 ・訪問入浴介護・居宅介護支援等
（例）ホームヘルパーが１時間、身体介護を行う

通 所 系 サ ー ビ ス
・通所介護 ・通所リハビリテーション等

（例）通所介護（デイサービス）で１日お預かりする

短 期 滞 在 系 サ ー ビ ス
・短期入所生活介護等

（例）短期入所生活介護（ショート）で１日お預かりする

居 住 系 サ ー ビ ス
・特定施設入居者生活介護 ・認知症対応型共同生活介護等

（例）特定施設（有料老人ホーム等）に入所する

入 所 系 サ ー ビ ス
・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 等

（例）介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）に入所する場合

介護保険サービスの体系
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１．介護保険制度の概要

２．介護保険制度をとりまく状況

（参考）次期制度改正に向けた検討状況



２０００年４月末 ２０２4年４月末

第１号被保険者数 ２，１６５万人 ⇒ ３，５９１万人 １．７倍

２０００年４月末 ２０２4年４月末

認定者数 ２１８万人 ⇒ ７１０万人 ３．３倍

①６５歳以上被保険者の増加

②要介護（要支援）認定者の増加

③サービス利用者の増加

２０００年４月末 ２０２4年４月末

在宅サービス利用者数
（地域密着型サービス（地密特養を除く）を含む）

９７万人 ⇒ ４２７万人 ４．４倍

施設サービス利用者数
（地域密着型特養を含む）

５２万人 ⇒ １０２万人 ２．０倍

計 １４９万人 ⇒ ５２９万人 ３．６倍
（出典：介護保険事業状況報告月報）

○介護保険制度は、制度創設以来２４年を経過し、６５歳以上被保険者数が約１．７倍に増加する
なかで、サービス利用者数は約３．６倍に増加。高齢者の介護に無くてはならないものとし
て 定着・発展している。

※１ 居宅介護支援、介護予防支援、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス、特定施設入居者生活介護（地域密着型含む）及び認知症対応型共同生活介護の合計
※２ 介護保険施設及び地域密着型介護老人福祉施設の合計 14

これまでの２４年間の対象者、利用者の増加



○ 日本の人口は近年減少局面を迎えている。2070年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は39％の水準になると推計
されている。

令和５年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）

人口（万人）

15~64歳
人口割合

52.1%

高齢化率
38.7%

合計特殊
出生率
1.36

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070

15～64歳割合

高齢化率（65歳以上人口割合）

合計特殊出生率

15～64歳人口

14歳以下人口

65歳以上人
口

2020年
59.5%

2020年
28.6%

2020年
1.33

2020年総人口
12,615万人

2040年総人口
11,284万人

3,928万
人

6,213万人

1,142万人

2070年総人口
8,700万人

3,367万人

4,535万人

797万人

（出所） 2020年までの人口は総務省「国勢調査」、合計特殊出生率は厚生労働省「人口動態統計」、
2025年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」（出生中位（死亡中位）推計）

3,603万人

7,509万人

1,503万人

（年）
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日本の人口の推移



○ 2040年には、85歳以上人口を中心とした高齢化と生産年齢人口の減少が見られる。
○ 地域ごとに見ると、ほぼ全ての地域で生産年齢人口は減少し、都市部では高齢人口が増加、過疎地域では高齢人口は減少

する。

（資料出所）第７回 新たな地域医療構想等に関する検討会（令和６年８月）
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2040年の人口構成



出典：2023年９月末認定者数（介護保険事業状況報告）及び2023年10月１日人口
（総務省統計局人口推計）から作成

注）要支援１・２を含む数値。

○ 要介護認定率は、年齢が上がるにつれ上昇。特に、85歳以上で上昇。
○ 85歳以上の人口は、2015年から2025年までの10年間、75歳以上人口を上回る勢いで増加し、2035年頃まで一貫して増加。

224 
294 

382 

494 

616 

707 

812 

981 
1,006 

958 961 

1,036 

1,170 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

（万人）

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（令和５(2023)年４月
推計）出生中位（死亡中位）推計

年齢階級別の要介護認定率 85歳以上人口の推移
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2.8% 5.7%

11.3%

25.6%

47.7%

73.0%

0.0%

10.0%
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30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

65～69 70～74 75～79 80～84 85～89 90～

出典：2024年９月末認定者数（介護保険事業状況報告）及び2024年10月１日人口
（総務省統計局人口推計）から作成

歳

７５歳以上全体の認定率：３０．８％

８５歳以上全体の認定率：５８．２％

６５歳以上全体の認定率：１９．５％

各年齢階層別の認定率

医療と介護の複合ニーズが一層高まる



○ 市区町村別にみると、558市町村（全市区町村の約３割）が人口半数未満になり、そのうち21市町村が25%未満となる。
○ 特に、人口が半減する市町村は中山間地域等に多く見られる。

人口減少の地域差

（資料出所）国土審議会計画推進部会 「国土の長期展望」（令和３年６月）
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〇 各保険者における、2050年までの介護サービス利用者数を推計すると、ピークを過ぎ減少に転じた保険者
もある一方、都市部を中心に2040年以降まで増え続ける保険者が多い。

〇 また、最も利用者数が多くなる年の利用者数の2022年の利用者数との比（増加率）をみると、＋２０％未満
の保険者（約44%)が多い一方で、＋６０％以上となる保険者（約13%）も存在する。

※ 2022年12月(10月サービス分）介護保険事業状況月次報告（厚生労働省）、2022年度介護給付費等実態調査（厚生労働省・老健局特別集計）から、保険者別の年齢階級別・サー
ビス類型別・要介護度別利用率を算出し、当該利用率に推計人口（日本の地域別将来推計人口（令和５（2023）年推計）（国立社会保障・人口問題研究所）を乗じて、2022年以降５
年毎に2050年までの保険者別の推計利用者数を作成。

【保険者別 2050年までの間にサービス利用者数が最も多い年】 【保険者別 2050年までの間にサービス利用者数が最も多い年の利用者数の増加率】

2050年
2045年
2040年
2035年
2030年
2025年
2022年

＋100%以上
＋80%～100%
＋60%～80%
＋40%～60%
＋20%～40%
＋20%未満
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保険者別の介護サービス利用者数の見込み



介護保険にかかる給付費・事業費と保険料の推移

○ 65歳以上が支払う保険料 〔 全国平均 ( 月額・加重平均 ) 〕

※１ 介護保険に係る事務コストや人件費などは含まない（地方交付税により措置されている）。
※２ 保険給付及び地域支援事業の利用者負担は含まない。

2,911円
3,293円
(＋13.1％)

4,090円
(＋24.2％)

4,160円
(＋1.7％)

4,972円
(＋19.5％)

5,514円
(＋10.9％)

第1期
（H12～14年度）
（2000~2002）

第6期
（H27～29年度）
（2015~2017）

第5期
（H24～26年度）
（2012~2014）

第4期
（H21～23年度）
（2009~2011）

第3期
（H18～20年度）
（2006~2008）

第2期
（H15～17年度）
（2003~2005）

5,869円
(＋6.4％)

第7期
（H30～R2年度）
（2018~2020）

6,014円
(＋2.5％)

第8期
（R3～R5年度）
（2021~2023）

5.9 兆円
6.2 兆円

6.4 兆円
6.9 兆円

7.3 兆円

7.6 兆円

8.1 兆円
8.5 兆円

8.9 兆円

9.1 兆円

9.2 兆円

9.4 兆円
9.6 兆円

10.0 兆円

10.2 兆円

10.4 兆円
10.5 兆円

0.1 兆円
0.1 兆円

0.2 兆円
0.2 兆円

0.2 兆円
0.2 兆円

0.2 兆円
0.2 兆円

0.2 兆円
0.2 兆円0.3 兆円

0.4 兆円
0.5 兆円

0.6 兆円
0.5 兆円

0.5 兆円0.5 兆円

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

地域支援事業

保険給付

10.8兆円 11.0兆円○ 給付費・事業費

介護保険の保険給付費・地域支援事業費（※）は、年々増加

3.2兆円

4.1兆円

4.7兆円

5.8兆円
6.0兆円 6.3兆円

6.6兆円
7.0兆円

7.4兆円

8.3兆円
8.7兆円

7.8兆円

9.1兆円
9.3兆円

9.5兆円

10.2兆円

5.1兆円
5.6兆円

【出典】介護保険事業状況報告年報

9.9兆円

10.5兆円

6,225円
(＋3.5％)

第9期
（R6～R8年度）
（2024~2026）

20

11.0兆円
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いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
  （小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムについて

○ 住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生
活支援が包括的に確保される体制（地域包括ケアシステム）を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包
括ケアシステムが重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特
性に応じて作り上げていくことが必要。



今後のスケジュール（案）

⚫介護保険制度は原則３年を１期とするサイクルで財政収支を見通し、事業の運営を行っている。

⚫したがって、この間に保険料の大きな増減が生じると、市町村の事業運営に大きな混乱が生じることから、

制度改正を行う場合、2027年度からの第10期介護保険事業計画に反映させていくことを念頭に置いている。

2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度

介護保険
事業計画

制度改正等の
スケジュール

制度改正の施行

第10期介護保険事業計画第９期介護保険事業計画

市町村保険料改定

所要の
制度改正

介護保険部会

12/23
議論開始

冬頃
とりまとめ

（注）介護報酬改定については、社会保障審議会介護給付費分科会において議論。
（※）「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会

2040
検討会
(※)

報
告

社会保障審議会介護保険部会（第116
回）（令和６年12月23日）資料１より
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平成１２年４月 介護保険法施行第１期
（平成１２年度～）

平成２６年改正（平成２７年４月等施行）

○地域医療介護総合確保基金の創設

○地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実（在宅医療・介護連携、認知症施策の推進等）

○全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を市町村が取り組む地域支援事業に移行し、多様化

○低所得の第一号被保険者の保険料の軽減割合を拡大、一定以上の所得のある利用者の自己負担引上げ（平成27年８月） 等

○特別養護老人ホームの入所者を中重度者に重点化

平成２３年改正（平成２４年４月等施行）

○地域包括ケアの推進。２４時間対応の定期巡回・随時対応サービスや複合型サービスの創設。介護予防・日常生活支援総合
事業の創設。介護療養病床の廃止期限の猶予（公布日）

○医療的ケアの制度化。介護職員によるたんの吸引等。有料老人ホーム等における前払金の返還に関する利用者保護

平成２０年改正（平成２１年５月施行）

○介護サービス事業者の法令遵守等の業務管理体制整備。休止・廃止の事前届出制。休止・廃止時のサービス確保の義務化等

平成１７年改正（平成１８年４月等施行）

○介護予防の重視（要支援者への給付を介護予防給付に。地域包括支援センターを創設、介護予防ケアマネジメントは地域包括
支援センターが実施。介護予防事業、包括的支援事業などの地域支援事業の実施）

○小規模多機能型居宅介護等の地域密着サービスの創設、介護サービス情報の公表、負担能力をきめ細かく反映した第１号保
険料の設定 など

平成２９年改正（平成３０年４月等施行）

○全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化

○「日常的な医学管理」、「看取り・ターミナル」等の機能と「生活施設」としての機能を兼ね備えた、介護医療院の創設

○特に所得の高い層の利用者負担割合の見直し（２割→３割）、介護納付金への総報酬割の導入 など

第２期
（平成１５年度～）

第３期
（平成１８年度～）

第４期
（平成２１年度～）

第５期
（平成２４年度～）

第６期
（平成２７年度～）

第７期
（平成３０年度～）

第８期
（令和３年度～）

令和２年改正（令和３年４月施行）

○地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援

○医療・介護のデータ基盤の整備の推進

介護保険制度の主な改正の経緯

第９期
（令和６年度～）

令和５年改正（令和６年４月等施行）

○医療保険者と介護保険者が被保険者等に係る医療・介護情報の収集・提供等を行う事業を一体的に実施することとし、介護保
険者が行う当該事業を地域支援事業として位置付け

○介護サービス事業者に経営情報の報告義務を課した上で当該情報に係るデータベースを整備 など



改定時期 改定にあたっての主な視点 改定率

平成１５年度改定
○ 自立支援の観点に立った居宅介護支援（ケアマネジメント）の確立
○ 自立支援を指向する在宅サービスの評価 ○ 施設サービスの質の向上と適正化 ▲２．３％

平成１７年１０月改定
○ 居住費（滞在費）に関連する介護報酬の見直し ○ 食費に関連する介護報酬の見直し
○ 居住費（滞在費）及び食費に関連する運営基準等の見直し

平成１８年度改定
○ 中重度者への支援強化 ○ 介護予防、リハビリテーションの推進
○ 地域包括ケア、認知症ケアの確立 ○ サービスの質の向上
○ 医療と介護の機能分担・連携の明確化

▲０．５％［▲２．４％］
※［ ］は平成１７年１０月改定分を含む。

平成２１年度改定 ○ 介護従事者の人材確保・処遇改善 ○ 医療との連携や認知症ケアの充実
○ 効率的なサービスの提供や新たなサービスの検証 ３．０％

平成２４年度改定
○ 在宅サービスの充実と施設の重点化 ○自立支援型サービスの強化と重点化
○ 医療と介護の連携・機能分担
○ 介護人材の確保とサービスの質の評価(交付金を報酬に組み込む）

１．２％

平成２６年度改定 ○ 消費税の引き上げ（８％）への対応
・ 基本単位数等の引上げ ・ 区分支給限度基準額の引上げ ０．６３％

平成２７年度改定
○ 中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化
○ 介護人材確保対策の推進（1.2万円相当）
○ サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築

▲２．２７％

平成２９年度改定 ○ 介護人材の処遇改善（１万円相当） １．１４％

平成３０年度改定

○ 地域包括ケアシステムの推進
○ 自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現
○ 多様な人材の確保と生産性の向上
○ 介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保

０．５４％

令和元年10月改定
○ 介護人材の処遇改善
○ 消費税の引上げ（10％）への対応
・基本単位数等の引上げ・区分支給限度基準額や補足給付に係る基準費用額の引上げ

２．１３％
処遇改善 1.67％ 消費税対応 0.39％
補足給付 0.06％

令和３年度改定
○ 感染症や災害への対応力強化 ○ 地域包括ケアシステムの推進
○ 自立支援・重度化防止の取組の推進 ○ 介護人材の確保・介護現場の革新
○ 制度の安定性・持続可能性の確保

介護職員の人材確保・処遇改善にも配慮しつつ、物
価動向による物件費への影響など介護事業者の経
営を巡る状況等を踏まえ、

０．７０％
※うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための

特例的な評価 ０．０５％（令和３年９月末まで）

令和４年10月改定 ○ 介護人材の処遇改善（９千円相当） １．１３％

令和６年度改定
○地域包括ケアシステムの深化・推進 ○自立支援・重度化防止に向けた対応
○良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり
○制度の安定性・持続可能性の確保

１．５９％
〔介護職員の処遇改善 0.98％
その他 0.61％〕

介護報酬改定の改定率について
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１．介護保険制度の概要

２．介護保険制度をとりまく状況

（参考）次期制度改正に向けた検討状況



「2 0 4 0年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会

【主な課題と論点】

・人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築や支援体制

・介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援

・地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携、介護予防・健康づくり、認知症ケア 等

【スケジュール】

・第１回は1月9日に開催。その後ヒアリングを行いつつ議論し、4月10日に中間とりまとめ（高齢者関係）

・中間とりまとめ以降、他の福祉サービスも含めた共通の課題について検討し、夏を目途にとりまとめ

※自治体等で先行的な取組を進め、その状況報告を随時していただき、議論の参考に資するようにする

地域の状況 検討の方向性

① 中山間・人口減少地域 既にサービス需要減の地域あり 需要減に応じた計画的なサービス基盤確保

② 都市部 サービス需要急増（2040以降も増加） 需要急増に備えた新たな形態のサービス

③ ①②以外の地域（一般市等） 当面サービス需要増→減少に転じる 現行の提供体制を前提に需要増減に応じたサービス基盤確保

・2040年に向けて、人口減少のスピードが地域によって異なる中、予防・健康づくり、人材確保・定着、
デジタル活用等を通じて、地域包括ケアを維持した上で、地域別のサービス提供モデルや支援体制を構築
する必要がある。また、地域の状況によっては、事業者間の連携等を通じ、人材確保を図りながら
将来の状況をみこした経営を行うことにより、サービス提供を維持していく必要がある。

・上記を踏まえ、2040年に向けたサービス提供体制等のあり方について検討を行うため、本検討会を開催。
具体的な議論の進め方としては、まずは高齢者に係る施策を検討した上で、その検討結果を踏まえ、
他の福祉サービスも含めた共通の課題についても検討を行う（※）。

※老健局長が参集する検討会。事務局は老健局（社会・援護局、障害保健福祉部、こども家庭庁が協力）。

【構成員（令和７年４月７日現在 ）】（◎は座長、○は座長代理） （敬称略、五十音順）
池端 幸彦（医療法人池慶会池端病院理事）、江澤 和彦（医療法人和香会理事長） 、大屋 雄裕（慶應義塾大学法学部教授）、
大山 知子（社会福祉法人蓬愛会理事長）、笠木 映里（東京大学大学院法学政治学研究科教授）、香取 幹（㈱やさしい手代表取締役社長）、
斉藤 正行（㈱日本介護ベンチャーコンサルティンググループ代表取締役（令和７年３月９日まで））、鈴木 俊文（静岡県立大学短期大学部教授）、
津下 一代（女子栄養大学教授）、中村 厚（日本クレアス税理士法人富山本部長）、 ◎ 野口 晴子（早稲田大学政治経済学術院教授）、
東 憲太郎（医療法人緑の風介護老人保健施設いこいの森理事長）、藤原 都志子（前公益社団法人徳島県看護協会 看護小規模多機能型居宅介護あい管理者）、松田
晋哉 （福岡国際医療福祉大学看護学部教授）、○松原 由美（早稲田大学人間科学学術院教授）

社会保障審議会介護保険部会（第116回）
（令和６年12月23日）資料４より一部修正
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「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会 中間とりまとめ（概要）

○ 人口減少、85歳以上の医療・介護ニーズを抱える者

や認知症高齢者、独居高齢者等の増加

○ サービス需要の地域差。自立支援のもと、地域の実情

に応じた効果的・効率的なサービス提供

○ 介護人材が安心して働き続け、利用者等とともに地域

で活躍できる地域共生社会を構築

2 0 4 0年に向けた課題

① 「地域包括ケアシステム」を2040年に向け深化

② 地域軸・時間軸を踏まえたサービス提供体制確保

③ 介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援

④ 地域の共通課題と地方創生

※ 介護は、特に地方において地域の雇用や所得を支える重要なイン
フラ。人手不足、移動、生産性向上など他分野との共通課題の解決
に向け、関係者が連携して地域共生社会を構築し、地方創生を実現

基本的な考え方

【中山間・人口減少地域】サービス維持・確保のための柔軟な対応

・地域のニーズに応じた柔軟な対応の検討

配置基準等の弾力化、包括的な評価の仕組み、

訪問・通所などサービス間の連携・柔軟化、

市町村事業によるサービス提供 等

・地域の介護を支える法人への支援

・社会福祉連携推進法人の活用促進

【大都市部】需要急増を踏まえたサービス基盤整備

・重度の要介護者や独居高齢者等に、ICT技術等を用いた

24時間対応・包括的在宅サービスの検討

【一般市等】サービスを過不足なく提供

・既存の介護資源等を有効活用し、サービスを過不足なく確保。

将来の需要減少に備えた準備と対応

方向性

※サービス需要変化の地域差に応じて３分類

（２）人材確保・生産性向上・経営支援 等

・ 地域における人材確保のプラットフォーム機能の充実等

・ テクノロジー導入・タスクシフト/シェアによる生産性向上

※ 2040年に先駆けた対応。事業者への伴走支援や在宅技術開発

・ 都道府県単位で、雇用管理・生産性向上など経営支援の体制の構築

・ 大規模化によるメリットを示しつつ、介護事業者の協働化・連携

（間接業務効率化）の推進

（３）地域包括ケアシステム、医療介護連携 等

・ 地域の医療・介護状況の見える化・状況分析と2040年に向けた介

護・医療連携の議論（地域医療構想との接続）

・ 介護予防支援拠点の整備と地域保健活動の組み合わせ

※ 地リハ、介護予防、一体的実施、「通いの場」、サービス・活動

C等の組み合わせ

・ 認知症高齢者等に対する、医療・介護等に加え、地域におけるイン

フォーマルな支援の推進

（１）サービス需要の変化に応じた提供体制の構築 等

令和７年４月10日公表

27



全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）（令和５年 1 2月 2 2日閣議決定）

に基づく今後の介護関係の検討事項

医療・介護
制度等の
改革

2024年度

に実施する

取組

○ 介護保険制度改革（第１号保険料負担の在り方）

○ 介護の生産性・質の向上（ロボット・ICT活用、経営の協働化・大規模化、人員配置基準の柔軟化等）

○ 診療報酬改定、介護報酬改定、障害福祉サービス等報酬改定の実施

2028年度
までに検討
する取組

【生産性の向上、効率的なサービス提供、質の向上】

○ 医療機関、介護施設等の経営情報の更なる見える化

○ 介護の生産性・質の向上（ロボット・ＩＣＴ活用、経営の協働化・大規模化の推進等）
※ 今後の実証事業によってエビデンスが確認された場合は、次期介護報酬改定を待たずに人員配置基準の特例的な柔軟化を行う方向で検討する。

○ 介護保険制度改革（ケアマネジメントに関する給付の在り方、軽度者への生活援助サービス等に関する給付
の在り方）
※ 第10期計画期間の開始（2027年度）までの間に結論を得る。

○ サービス付き高齢者向け住宅等における介護サービス提供の適正化

○ 福祉用具貸与のサービスの向上

【能力に応じた全世代の支え合い】

○ 介護保険制度改革（利用者負担（２割負担）の範囲、多床室の室料負担）
※ 利用者負担（２割負担）の範囲の見直しは、第10期計画期間の開始（2027 年度）の前までに結論を得る。
※ 多床室の室料負担の見直しについては、一部の施設について、2025年８月から新たに室料負担（月額８千円相当）を導入する。

○ 医療・介護保険における金融所得の勘案や金融資産等の取扱い

○ 医療・介護の3割負担（「現役並み所得」）の適切な判断基準設定等

【高齢者の活躍促進や健康寿命の延伸等】

○ 高齢者の活躍促進（総合事業の活性化に向けた環境整備）

「地域共生
社会」の
実現

2024年度
に実施する

取組
○ 住まい支援強化に向けた制度改正

2028年度
までに検討
する取組

○ 身寄りのない高齢者等への支援
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